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1．はじめに

国際金融取引におけるリスク管理の手法を応用した「大学経営のリスク分析」については、

国際金融取引における取引の内包するリスク、管理策、対処法等を参考に大学経営における

固有のリスクの整理を試み、大学経営の抱える課題をさまざまな分野におけるリスクを類型

化してそれぞれのリスクの所在を明らかにするとともに、リスクの定量的な評価の可能性を

探った。（阿波村、2005年3月「新潟大学国際センター紀要」）。

本編では、大学の活動の一側面である国際交流活動におけるリスクを実務に沿って洗い出

し、国際的に活動する大学がもてる資源を生かしつつ、リスクに見合った範囲内でリスク対

応力を高めながら進むべき課題を研究し明らかにする。

2．大学経営とリスク

2一1【研究手法】

現在、日本の大学の抱える大きなリスクは、大学全体の数が増えている中での少子高齢化

による学生数の減少であり、国立大学法人にあっては年度ごとの運営費交付金の削減であ

る。研究・教育面で魅力ある大学とすることと同時に、環境の変化により内在するリスクを

正しく認識して戦略的に経営を行っていくことが重要である。

本研究の発想は、銀行の内在するさまざまなリスクの定量化から、それに見合う自己資本

を定めた「BIS（国際決済銀行）自己資本規制」の分析手法を応用し、これを大学経営に内

在するリスク分析に応用し類型化できれば、大学毎に、その特徴・体力に見合った研究・教

育活動の適正範囲や限界を見極めることのできる評価手法を探ることが出来るのではないか

＊新潟大学国際センター長　教授
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という発想から生まれた。
　BIS自己資本規制は、国際金融の分野では、１９８０年代に開発され現在施行されている。我
が国の銀行界において８０代の都長銀２１行時代から３メガバンク時代への大きな変化には、上
述の「BIS自己資本規制」の影響が大きいと考えている。大学が経営上のリスクを総体とし
て包括的に捉え、統合的な分析を試みるにあたっては、民間企業のリスク管理、とりわけ
１９８０年代の後半からの金融自由化によって、国際的な競争に晒された銀行を中心とする国際
金融取引の統合リスク分析と管理手法が指針になりうる筈である。BIS自己資本規制も第一
次の信用リスクのみを対象とする規制から、現在では、定量化の困難なオペレーショナルリ
スクまで対象を広げて検討が続けられている。この知見、管理手法をたどって経営のリスク
を統合的に把握することができれば、さまざまな活動分野を持つ大学の改革にとって、リス
ク管理の観点から評価基準が得られ、ひとつの進むべき指針が得られる可能性がある。

2－2【研究の特色と到達目標】
　本編では、リスク感度の高い国際的な活動をする金融機関におけるリスク分析をモデル
に、大学を取り巻く国際活動に焦点を当てて分析する。大学を取り巻く外部環境を金融機関
の活動における「市場」（外部要因）と同様に位置づけ、社会的・経済的な視点から大学の経
営リスクを整理する。「市場」とは、研究・教育・社会貢献・運営管理といった大学が分野に
応じて使命を果たすべき相手方のニーズ（需要）が存在する場であり、言い換えれば、ステー
クホールダーで構成される「場」である。
　大学をそのニーズに応えるサービスの提供者と位置づけ、そのサービスに応じて大学の
「市場」の各要素に対するリスクを類型化し、その所在、リスク量をはかることを試みる。た
とえば、大学の一般運営管理については、一般企業としてのリスク管理と同様に、財務の健
全性、法令遵守度、事務管理の評価等ではかれるものの、大学を取り巻く外部環境としての
「市場」における要素は学生であり、保護者であり、出資者である。これらの関係者からの
評価を数値化出来るかどうかが研究対象となる。特に、国際活動の観点からは、大学の国際
連携活動における様々な貢献、人材養成については研究・教育の質とともに、国際的人材の
育成と社会への還元度が問われる。
　国際活動のリスクについては、最終的には、大学が「国際市場」からの退場を余儀なくさ
れる限界点があるのかどうかの分析を試みる。また、とりわけ、国際分野で活躍できる大学
の数は限られてくるものと予想され、大学が国際展開を行う上での指針を定量的に提示する
ことを研究の目標とする。

2－3【予想される結果と意義】
　現段階の大学の経営評価は、その活用として中長期目標の設定における自己目標の管理と
その達成度に焦点があてられているが、そこにリスク管理の視点を加えることによって、よ
り多面的な評価手法が見出せるものと考える。現在行われている大学評価と本件、リスク管
理を中心とした本研究の分析手法の違いについては、前者が、目標設定に対して達成度等を
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中心とした相対的な分析であるのに対して、後者は大学のサービスの提供者である研究・教
育・地域貢献等の分野を外部の「市場」とみなして、客観的に大学経営の内在するリスクを
多方面で捉え、それぞれのリスクの度合い・その管理の完成度で、一定の指標を作成するこ
とを目指す。これは大学評価にとっての補完的な役割を果たし、新たな視点を与えてくれる
ものと考えている

３．国際交流活動と大学のリスク

3－1【国際金融におけるリスクと大学経営のリスクとの関係】
　本来、信用リスクや流動性リスクなどの財務リスクを中心に扱う金融のリスクと、より幅
の広い分野を持つ大学経営のリスクを比較して研究することは困難であり整合性にかけると
考えがちである。しかしながら、両者とも目に見える社会貢献が求められており、社会的に
大きな責任を持つ点で共通している。国際金融の世界では、その活動が世界標準との関連で
常に捉えられていること、また、指標化の困難なオペレーショナルリスク（事務リスク、法
令遵守リスク、風評リスク等々）が最終的には財務リスクとなって顕現する可能性が高いこ
とから、そのリスク管理の手法が高度化した経緯がある。一方で、大学の研究・教育は本来、
国際的かつグローバルであるべきであり、かつ、少子高齢化、財源の削減の中で、それぞれ
のリスクを正しく認識して統合的に捉え、指標として目標を持って管理していく必然性があ
る。国立大学が法人化した現在、それは喫緊の課題である。

3－2【国際交流活動におけるリスク】
　大学の活動とリスクを論ずる上で、以下の順序に従って分析を試みることとする。
　大学にとって「守るべきものは何か」、次に、その、守るべきものに対して大学の国際交流
活動におけるリスクの所在はどこにあるのか。その評価方法、回避方法は何か。そして、リ
スクが顕現した場合の危機対応について概観する。

3－3【守るべきもの】
　大学経営のリスクについて「守るべきもの」は、財産、精神、組織、情報である。財産と
は、学生、教職員の生命、現金・金融資産等の資産と考えられる。精神とは、建学精神、ミッ
ション。組織とは、大学の信用、体制であり、情報とは、研究・教育等に係わる機密情報の
他、教職員・学生の個人情報である。
　大学の国際交流活動についてのリスクを考える場合、国際交流活動も大学の活動の一部を
なすものであり、国際交流活動の性質上、通常の活動に比してリスク感度の高い領域を列挙
して整理することとする。この意味から「守るべき財産」とは、海外、国際的な活動におい
てリスクに直接さらされる学生、教職員の生命・安全であろうし、海外に進出する大学にお
いてはその資産、また、国際的な基準に照らして評価される研究、教育の質である。「守るべ
き精神」については、そもそも大学に建学精神等の中に国際交流活動に関する理念・ミッショ
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ンが含まれていなければ、守るべきものはないが、理念・ミッションを掲げていても、対外
的に相応な評価（ランキング等）が得られているかが問題となる。「守るべき組織」とは、こ
の場合、国際的なルール・法令に従って組織として事務管理や経営体制が確立しているか、
風評等リスクに対して適切な説明責任を果たすことが出来るかという観点である。「守るべ
き情報」としては、国際的な基準に従った知財情報の管理、外国人研究者・留学生の研究・
個人情報の管理などである。

3－4【リスクの形態】
　上記の「守るべきもの」について、国際交流活動について、国際金融取引の類型化に沿っ
てリスクの整理を試みる。（阿波村、２００５年３月「新潟大学国際センター紀要」P2-5）。
　１）相手方リスク（信用リスク）
　２）商品価値の変化によるリスク（市場リスク）
　３）財務リスク（流動性リスク）
　４）外部の風評等によるリスク（風評リスク）
　５）外部環境リスク（制度リスク）
　６）事故・災害リスク（災害リスク）
　７）事務リスク（オペレーショナルリスク）
　８）コンプライアンス・リスク（法令遵守リスク）

以下詳述する。
１） 相手方リスク（信用リスク）：
　大学の国際交流活動における相手方リスクとは、海外の相手国、大学、研究所、研究パー
トナー等交流先の相手方にかかわるリスクであり、交流相手が国内における場合には、国際
活動に関心のある諸交流団体のリスクと考えられる。また、その活動においては、契約書、
覚え書きなどの内容を含んだ大学間協定などに関するリスクも含まれる。
　リスクの内容としては、相手方の倒産、契約の不履行によって、当方が不利益を被るリス
クと定義できる。一般会社のように金銭の貸借が行われることはまれであり、パートナーと
して行う事業、プロジェクトの不履行リスクと考えることが出来る。そのリスク評価につい
ては、財務面での健全性もさることながら、パートナーとしての「共同履行能力」の評価が
必要である。
　リスク管理、回避の手段としては、大学間であれば、実効的な大学間の協定の締結と定期
的な検証、何らかの資金が投入される場合には、費用対実績における検証が求められる。多
くの場合、相手方の研究資金、研究の質、人的関係、そして相互の信頼関係に左右される点
が多く、リスク指標としては総合的に判断できる材料が必要である。

２） 商品価値の変化によるリスク（市場リスク）：
　この商品とは、大学としての国際的な価値を有するもの。たとえば、学術的な実績、研究
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体制、教育システム、研究・教育環境等国際的に「商品」となりうるもの。国際水準に照ら
し合わせて市場価値を持つものである。大学の国際交流における「市場」とは、ひろく内外
に亘っての外部の関係者、主に、行政、企業、研究者、学生、学生の父母まで含めたステー
クホールダーで構成されると考えてもよい。金融市場における価格のような明確な市場が存
在するわけではないが、世界における各種の大学のランキング等の指標が評価指標として挙
げられる。また、大学の自己評価の中でテーマ別評価として、国際連携に関しては、平成１５
年度に「国際的な連携及び交流活動」の自己評価が国立大学で行われたが、これらも外部評
価への第一歩であり、参考になる。

３）財務リスク（流動性リスク）：
　このリスクは、全学的な財務の資金繰りのリスクであり、大学経営に直結したリスクであ
る。国際交流活動に関しては、たとえば、国際展開した場合の投資等の失敗による財政面で
の資金繰り逼迫等のリスクが考えられるが、国際交流活動固有のものではない。しかしなが
ら、外国の拠点設立など外国通貨による外国への投資等を考えれば、為替リスク、外貨の流
動性リスク（資金繰りリスク）をも考える必要がある。

４）風評等によるリスク（風評リスク）：
　何らかの大学にかかわる風評が、競争力、ブランドを低下させるリスクである。大学の不
祥事自体に端を発するものから、その対応の不手際から更に風評を起こし、大学の存続まで
影響を及ぼすこともある。国際交流活動においては、国際的な知的財産活動（国際特許等）、
外国のパートナーとの共同研究（国際共同研究）、教員・学生の国際交流活動等における不祥
事、また、その対応が発端となる可能性がある。

５）外部環境リスク（制度リスク）：
　平成１６年度の国立大学法人化などに代表される大学をめぐる枠組みの改正に伴うリスク。
また、国の留学生政策の変更等に伴うリスクもこの範疇である。国際交流活動に限らない
が、運営費交付金、助成金の削減。使途の変更。または、その制限など。
　留学生政策に関しては、中央教育審議会答申と留学生１０万人計画達成後の政策変化。
国際的な研究教育を重視した公募による競争的資金への流れなど。このリスクに関しては、
危機と捉えるよりも「機（チャンス）」と捉えて、学長の裁量を活かすことが望まれる。

６）事故・災害リスク（災害リスク）：
　地震、水害、津波などの一般的災害に遭遇するリスク。国際交流活動においては、海外で
の諸活動中に遭遇する一般的な災害の他、テロ、飛行機事故などの交通手段に関する災害に
遭遇して、事業が継続出来なくなるリスクである。自然災害のみならず、犯罪に遭遇するリ
スク、加害者になるリスク、様々な事故による参加者の傷害、死亡、また、発病などもこの
範疇と考えられる。
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７）事務リスク（オペレーショナルリスク）：
　職員、教員の事務のミスにより損害を被るリスクである。国際交流活動固有のものではな
いが、これまで挙げた諸リスクに対応する事前のリスク回避の手続き、ないしリスク削減の
ための事務取扱を怠るリスクと考えられる。活動に伴う各種契約、協定の締結とその内容確
認や交流事業運営に関しては、海外の場合にはとりわけ文書による取り交わし、学生派遣に
関しては、関連の保険契約の確認等のチェック態勢が大切である。

８）コンプライアンス・リスク（法令遵守リスク）：
　「法令遵守」を狭義の法令と考えず、大学人としての倫理を遵守するという意味まで拡大
し、その倫理にもとづいた行動をすることが求められている。国際交流活動では異文化での
交流相手であり、宗教、ジェンダー、企業倫理も含んだ国際水準での対応が求められる。

４．危機対応の態勢

4－1　【危機管理の目的】
　第３章では、国際交流活動におけるリスクの所在を類型化して洗い出してきたが、それぞ
れのリスクの評価は一般的には困難であり、このそれぞれのリスクが顕在化し危機に陥った
とき対処方法は一様ではない。従って、危機回避の方策としては、リスクを数値化して危機
に対処するというよりは、様々な危機のそれぞれの局面に応じて、危機軽減ないし危機回避
の態勢を整備することが重要になってくる。

　危機管理の目的とは、被害を出さない（被害抑止）ことと、発生した場合の効果的な危機
対応（被害軽減）である。その原因は、ハザード（事故等のきっかけ）と防災力で決ってく
る。従って、危機管理の戦略としては、ハザードについての理解の深化（制御・予知・予測）
と被害抑止・被害軽減等の防災力の向上を図ることである。そして継続的な試みとして、過
去の事例・危機事案に学ぶことが必要である。ここでは、１）危機に備えること（平時）２）
危機への対処（危機発生時）３）危機発生時の対処からの教訓（学習）の危機管理の３つの
局面の循環的なプロセスが重要である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　防災力 ハザード

被害抑止力
被害軽減力

被害
【危機】

制御
予知・予測

喰

喰

喰

喰 喰

防災力の向上 ハザードについの理解

（＊危機管理のビジネスモデル　林春夫、２００７）

喰

危機対応

要因 誘因
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4－2　【危機管理の戦略】－大学の国際交流とリスク管理態勢のあり方
　次に、どのような危機を想定すべきか。その危機に対してリスクを如何に捉えるべきか
（抑止力）。危機軽減策力（危機対応力）を如何に高めるか。という点で考察する。

（リスク評価）
　Ｒ（リスク）＝　Ｐ（発生確率）　Ｘ　Ｃ（影響度）と評価できる。これに沿って国際交流
活動におけるリスクを想定して分類を試みる。（→図表「リスクマトリックス」）
　図表に示したリスクマトリックスは、国際交流活動のなかでも留学生・学生が含まれる国
際交流活動におけるハザードの分類である。このような分類の利点は、想定すべきハザード
の対象を上記の数式により発生頻度、影響度で総合的にリスクを評価でき、それぞれの危機
発生に備えて戦略的に人、物、金の配分し配置しておくことができる点である。これにもと
づき緊急対応すべき危機か、時間をかけての対応による解決かをあらかじめ想定できるし、
また、原則、リスク５に相当するハザードについては、全学的な対応を準備するが、リスク
３については、部局内での対応とすると予め対応を決めておく、等である。

4－3　【危機管理の戦略】－危機管理能力の向上
　リスク評価を行った後のプロセスは、戦略としての大学としての「危機抑止力の向上」と
「危機対応力の向上」である。被害抑止力の向上（事前）と起こったあとの被害軽減策（事
後）の向上が俎上に上がってくる。ここでは、ICS（Incident Command System）＊林春夫講演
２００７、を参考に述べる。「防災力」は、この場合、被害抑止力・軽減力をあわせた総合的な
「危機対応力」として考える。

4－4【事前の対策と発生後の処理】
　被害抑止力向上のための事前の対策としては、自然災害、テロ等、飛行機事故等の一般的
に予測不能なものもある。ただ、大学の国際交流活動の時期、相手国、相手先、利用交通手
段は選択可能なものであるので、外務省のHPによる危険地域情報や現地の情報の収集、優良
な旅行者の選定等あらゆる情報の収集につとめて、より安全な手段を利用することが必要で
ある。また、被害軽減策としては、事業および当事者・参加者に対する保険の内容確認、そ
の責任範囲の確認、危機対応の費用に対しての保険への加入などの対応力の強化と金銭的な
被害も含めて損害を最小限にとどめるための備えが必要である。又、発生後の応急処置、二
次的な災害・被害の回避（避難など）、救護・救援、広報から心のケアーまでを考えておく必
要がある。そして、これらを総合したチェックリスト、関係者の連絡網、役割分担、事例分
類による対処方法を記したマニュアルの整備が不可欠である。
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4－5【リスク・マトリックス】　（図表１）
　①　留学生受入れ

 

リスク５リスク４リスク３リスク２リスク１脅威度

致命的（死亡）重大的（重症）軽微（怪我）
許容範囲
（静観）

無視可能
（静観）

頻度

・大学の閉鎖発生しない
リス
ク１

・火事被害死
・大規模地・大規模地震震
・火事延・火事延焼焼

発生しそう
にない

リス
ク２

・交通事故死
・自殺
・海難事故死
・病死

・交通事故傷・交通事故傷害害
・自・自殺殺
・・セクハラ（セクハラ（対対
青少年青少年））
・アカハ・アカハララ

・・セクハラ（セクハラ（学学
生生））

・地震（震度６・地震（震度６））

あまり発生
しない

リス
ク３

・・鬱鬱病病
・重度・重度ののホームホーム
シッシックク

・スキー傷スキー傷害害
・借家トラブ・借家トラブルル
・VISA切・VISA切れれ
・・指導教官ト指導教官トララ
ブブルル
・・奨奨学金トラ学金トラブブ
ルル

・地震（震度５）
・指導教官不在

・進路相談
ときどき発
生する

リス
ク４

・ホームシック・交友トラブル・生活相談
しばしば発
生する

リス
ク５

緊急（要対処）

対応検討

緊急（要処置）
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　②　学生送り出し     

 

リスク５リスク４　リスク３リスク２リスク１脅威度

致命的（死亡）重大的（重症）軽微（怪我）許容範囲（静観）無視可能頻度

・大学の閉鎖
発生しない
（前提とし
ない）

リス
ク１

・テロ被害

・大規模地・大規模地震震
・火事延・火事延焼焼
・事件加・事件加害害
・政治暴・政治暴動動

・コースの閉鎖
発生しそう
にない

リス
ク２

・交通事故死
・自殺
・海難事故死
・病死

・交通事故傷・交通事故傷害害
・感染症蔓・感染症蔓延延
・政情不・政情不安安
・セクハラ（・セクハラ（教教
官官））
・麻・麻薬薬

・セクハラ（・セクハラ（学学
生生））
・VISA切・VISA切れれ
・持病の発・持病の発作作

・パスポート盗
難

・盗難
あまり発生
しない

リス
ク３

・鬱・鬱病病
・入・入院院

・借家トラブ・借家トラブルル
・指導教官ト・指導教官トララ
ブブルル

・受入れ環境不
満
・ホームシック
（短期滞在）

・風邪、腹痛
ときどき発
生する

リス
ク４

・ホームシッ・ホームシックク
（長期滞在（長期滞在））

・交友トラブル
しばしば発
生する

リス
ク５

緊急（要対処）

対応検討

緊急（要処置）
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4－6【危機発生時の対応】
　ICSが規定する危機対応に必要な５つの機能として、①指揮機能（Command）②事案処理
（Operation）③情報作業（Planning）④資源管理（Logistics）⑤庶務財務（Finance/Administration）
が挙げられている。国際交流活動におけるリスクの典型である学生の海外研修旅行（サマー
セミナー等）中に遭遇した事故を想定し考察する。

4－7【情報処理手順】
　危機発生時には、危機対策本部には、上記の五つの機能が必要である。これらの機能を予
め想定して、具体的に役割分担を決めマニュアル化しておくことが対応力の向上につなが
る。
 

職務内容分　掌機　能関係部署

統轄、決定指
示

指揮機能危機管理本部
部局長

指揮機能

救援隊派遣実務対応現場機能総務課
国際課

事案処理

現地情報収集
関係者への報告
マスコミ対応（起案）

情報収集参謀機能企画課情報作業

連絡網確認
関係者招集
応援要請

人員確保後方支援人事課資源管理

資金支出資金手当財政支援財務部庶務財務

（　実務処理　）　　（幕僚部隊：スタッフとして補佐する）　＊林春夫2007

指揮機能

庶務財務事案処理 情報作業 資源管理

情報集中
安否　　
連絡調整



－ 11 －

大学の国際交流活動におけるリスク管理の研究

５．まとめ

　本編では、大学の国際交流活動におけるリスクの洗い出しと、具体的事例に沿ったリスク
評価と危機発生時の前後の対応について、対応力の向上の観点からの整理を試みた。今後
は、それぞれのリスクに応じたリスク評価の手法を探り、客観的なリスク評価を行って大学
の交流活動のリスク対応向上をはかると共に、大学の規模、特色、戦略、体力に応じた国際
交流活動のあり方を探ることが、研究課題として残されている。

以上
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